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個人情報取扱事務一覧表

実施機関名： 市長 ※マイクロフィルム、図画・地図、写真ファイルには「図画」の項に記入されるべきものを含む。

部署名　　　： こどもファミリーセンター ※光磁ディスク、磁気テープには、「電磁的記録」の項に記入されるべきものを含む。

情報の種類 収集方法 収集時期 電算処理 記録形態

事務の名称 事務の目的 個人情報の対象となる者の範囲 基礎的事項 学歴職歴的事項 心身的事項 財産的事項 その他

本人 本人 定期 随時 有 無

処理
方法

文書 図画
光磁
気 磁気

ﾏｲｸ
ﾛ 図画 写真

（電磁的
記録） (電磁的記録） 事務の 事務の

氏名 住所 性別 年齢 生年 国籍 本籍 親族 婚姻 電話 従前 移転 世帯 家族 個人 その他 学歴 学業 職業 職種 職位 職歴 資格 勤務 勤務 賞罰 団体 その他
障が
い 傷病 健康 その他 資産 収入 公的 取引 課税 納税

その他 その他

以外 的 ﾃﾞｨｽｸ ﾃｰﾌﾟ ﾌｨﾙﾑ 地図 ﾌｨﾙﾑ

ファイル

その他 開始日 廃止日

月日 続柄 有無 番号 住所 先 主 構成 番号 成績 先 住所 加入 有無 歴 状態 内容 所得 扶助 状況 有無 額 サーバ

助産施設入所措置業務
助産施設への入所を要する妊産婦に対する入
所措置手続き

助産施設への入所を要する妊産婦
その生計同一者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

母子寮入所措置業務
母子寮への入所を要する児童・母子家庭に対
する入所措置手続き

母子寮への入所を要する児童
母たる保護者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

子育て支援短期利用事業利用申請処理業務
短期利用事業の利用申請を受け付け、利用の
決定却下を行うとともに、決定者には利用手続
き（利用延長を含む）を行う

申請者
対象児童と生計同一者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

父子家庭介護人派遣事業利用登録、申請など
の処理業務

利用登録、利用申請を受け、登録・申請の認定
却下を決定し決定者には利用手続きを行う

申請者
対象児童と生計同一者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

家庭児童相談業務
家庭児童に関する相談指導を行うため、児童の
状況、家庭の状況などを把握する

対象児童及びその家族 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

乳幼児健全発達支援事業「いち・に・のジャン
プ！」における相談援助指導などの業務

児童及び保護者に対し個別的集団的指導を実
施するため児童の状況、家庭の状況などを把
握する

対象児童及びその保護者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

一時的保育事業利用申請処理業務
利用申請を受け付け、利用の決定却下を行うと
ともに、決定者には利用手続きを行う

対象児童及びその家族 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

市子育てセンター利用、相談援助指導などの業
務

児童及び保護者に対し個別的集団的指導を実
施するため児童の状況、家庭の状況などを把
握する

対象児童及びその保護者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

拾得物・遺失物取扱い業務
拾得物・遺失物の届出、返還、交付等に関する
事務

拾得物・遺失物の拾得者
及び遺失者

● ● ● ● ● ● ● ●
2008/1/10

子ども・子育て総合センター愛称募集 施設の愛称を募集するため 愛称を応募する者 ● ● ● ● ● ● ● ● 2012/5/1

公用車事故防止用ドライブレコーダーの設置及
び運用に関する事務

公用車走行中における事故・違反を未然に防止
するとともに、発生時の証拠保全を目的とする

公用車の前方を通行する者及び車両
公用車を利用する者

● ● ● ●

2021/4/1

母子保健法関係業務
母性並びに乳児及び幼児の健康保持増進のた
めの健診業務

乳児、幼児及びその保護者
妊産婦及びその家族
思春期の子ども

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

未熟児保健事業
母子保健法第20条による未熟児訪問指導業務
のため

1歳未満の乳児及びその同一世帯員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2013/4/1

サーマルカメラの設置及び運用に関する事務 新型コロナウィルス感染症対策 河内長野市立健康支援センター利用者 ● ● ● ●
2020/8/19

おむつ定期便事業

乳児を養育している家庭に対して、定期的にお
むつ等を宅配することにより、子育て世帯への
経済的支援及び乳児の養育状況の継続的な見
守りを図ることで、子育ての不安解消並びに虐
待の防止及び早期発見につなげ、もって安心し
て子育てのできる環境及び子育て支援の充実
に資することを目的とする。

令和7年1月1日から令和7年6月30日の間に出
生した、令和7年7月1日時点で河内長野市内に
住民票のある児童

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● PC ● ●

2025/7/1


